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刈谷市総合教育会議 

企画財政部企画政策課 
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はじめに 

≪法    律≫ 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年6月20日公布、平
成27年4月1日施行） 

≪法改正の目的≫ 
 教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、
迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見
直しを図る。 

≪法改正の概要≫ 
① 教育行政の責任の明確化 
 ⇒教育委員長と教育長を一本化した新たな教育長を置く 
 ⇒教育長は、首長が議会の同意を得て任命、任期は３年 
 ⇒教育委員から教育長に教育委員会会議の招集を求めることができる 
 ⇒教育長が委任された事務の執行状況を教育委員会に報告 
 ⇒教育委員会会議の議事録の作成と公表（努力義務） 
 
 
 
 
 
 
④ 国の地方公共団体への関与の見直し 
 ⇒児童生徒等の身体への被害の拡大又は発生を防止する緊急の必要がある場合に、文部科学 
  大臣が教育委員会に指示ができる。 
 
 
 

② 総合教育会議の設置 
 ⇒以降で詳細を説明 
③ 教育大綱の策定 
 ⇒議題（３）で詳細を説明 
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刈谷市総合教育会議の概要 

≪設置の目的≫ 
 教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長と
教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民
意を反映した教育行政の推進を図ること。 

≪協議及び調整事項≫ 
①教育大綱の策定（法第１条の４第１項） 
 ⇒教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体 
  の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 

②教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図 
 るため重点的に講ずべき施策（法第１条の４第１項第１号） 
③児童、生徒等の生命又は身体に被害が現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあ 
 ると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置（法第１条の４第１項第２号） 

≪調整結果の尊重義務≫ 
 総合教育会議において調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊
重しなければならない。（法第１条の４第８項） 
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≪会議の設置、構成員等≫ 
 
・総合教育会議はすべての地方公共団体に首長が設置（法律第１条の４第１項） 
 法律の趣旨から事務局は首長部局に設置することが望ましい 
 ⇒事務局：企画政策課（市長部局） 

 
・総合教育会議は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成（法律第１条の４第２項） 
 
 
 
 
 
・総合教育会議は、地方公共団体の長が召集する。また、教育委員会は、協議する必要がある 
 と思料するときは、総合教育会議の招集を求めることができる。(法第１条の４第３項及び 
 第４項） 
 
・必要に応じて関係者や学識経験者から意見を聴くことができる。（法第１条の４第５項） 

市 長 
(設置者) 

教育委員 教育委員 教育委員 教育長 教育委員 

従来からの教育委員会 

≪その他≫ 
 
・総合教育会議は、原則、公開。ただし、個人の秘密を保つ必要があるときなどは非公開をす 
 ることができる。（法第１条の４第６項） 
 
・市長は、総合教育会議の議事録を作成し、公表するよう努める。（法第１条の４第７項） 
 
・総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。（法第１条の４第９項） 
 ⇒刈谷市総合教育会議の運営に関する要領（案） 
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■「調整」、「協議」について 
 法第１条の４第１項における「調整」とは、教育委員会の権限に属する事務と市長の権限に
属する事務（予算の編成・執行や条例提案、児童福祉、青少年健全育成など）との調和を図る
ことを意味します。 
 「協議」とは、自由な意見交換として幅広く行われるものを意味します。 

■総合教育会議で市長と教育委員会の判断が分かれた場合の対応について 
 市長と教育委員会の判断が分かれた場合、教育に関する事務の管理・執行については教育委
員会が最終責任者として決定し、教育に関する予算の編成・執行等については市長が最終責任
者として決定することになります。 

■総合教育会議で協議できないこと 
 総合教育会議においては、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教科書採択、個別の教職員
人事等、特に政治的中立性の要請が高い事項については、協議題とすべきではないとされてい
ます。 

≪その他 留意事項（文部科学省通知より）≫ 

■会議を非公開とする場合 
 例えば、いじめ等の個別事案における関係者の個人情報等を保護する必要がある場合や、次
年度の新規予算事業に関する具体的な補助金の額や対象の選定等、意思決定の前に情報を公開
することで公益を害する場合等が想定されます。 

■議会に対する説明 
 総合教育会議における協議の結果や教育大綱について、民意を代表する議会に対する説明を
通じ、住民への説明責任や議会によるチェック機能が果たされることが重要となります。 
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平成２７年度刈谷市総合教育会議開催予定一覧表（案） 

 
 

 

 月 日 時 間 会 場 備 考 

第１回 ５月２８日（木） １３：００
市役所 

７０１会議室 

１４：００～ 

教育委員会定例会 

第２回 ９月２９日（火） １３：００
市役所 

７０１会議室 

１４：００～ 

教育委員会定例会 

第３回 １１月１９日（木） １０：００
市役所 

７０１会議室 

１１：００～ 

教育委員会定例会 

第４回 １月２２日（金） １３：００
市役所 

７０１会議室 

１４：００～ 

教育委員会定例会 

 

資料２ 



 
 

刈谷市総合教育会議の運営に関する要領 

 （主旨） 

第１条 この要領は、刈谷市総合教育会議設置要綱（平成２７年４月１日施行）に

定める刈谷市総合教育会議（以下「総合教育会議」という。）の運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （日程調整及び召集手続） 

第２条 市長は、総合教育会議の開催日を調整し、教育委員会に通知するものとす

る。 

 （議題の調整等） 

第３条 総合教育会議において協議又は調整を行う議題の調整及び取りまとめは、

企画財政部企画政策課（以下「担当課」という。）が行う。 

２ 総合教育会議は、協議又は調整を行う上で必要があると認めるときは、関係部

局の職員に対し会議への出席を求めることができる。 

 （協議又は調整の対象としない事項） 

第４条 次の各号に掲げる内容については、総合教育会議において協議又は調整の

対象としない。 

（１）教科書の採択に関すること。 

（２）個別の教職員人事に関すること。 

（３）その他政治的中立性の要請が高い事項 

 （会議開催の周知） 

第５条 担当課は、ホームページなどを通じて、総合教育会議の開催に関する情報

を広く周知しなければならない。 

 （会議の非公開） 

第６条 総合教育会議は、次の各号に掲げる事情を考慮し、出席者の過半数の同意

によって非公開とすることができる。 

（１）個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。 

（２）会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき。 

（３）その他公益上必要があると認めるとき。 

 （傍聴の手続） 

第７条 総合教育会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人受付簿に必要

（案）
資料３



 
 

事項を記入し、傍聴券（様式第１号）の交付を受け、職員の指示に従い傍聴席に

着かなければならない。 

 （傍聴券の返還） 

第８条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは傍聴券を

返還しなければならない。 

 （傍聴人の制限） 

第９条 傍聴人の定員は、原則として１０人とする。 

２ 前項の定員に達したときは、原則として傍聴券を所持する者でも入場すること

ができない。 

３ 非公開とした会議には、傍聴人は入場することができない。 

 （傍聴することができない者） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 

（１）銃器その他危険なものを持っている者 

（２）酒気を帯びていると認められる者 

（３）異様な服装をしている者 

（４）張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

（５）笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

（６）前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認め

られる者 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第１１条 傍聴人は、傍聴中、次の事項を守らなければならない。 

（１）会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しな

いこと。 

（２）みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

（３）はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

（４）帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。 

（５）飲食又は喫煙をしないこと。 

（６）携帯電話等の音を発する機器を用い、会議の妨害となるような行為をしな

いこと。 

（７）前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるよ



 
 

うな行為をしないこと。 

 （写真、映画等の撮影及び録音等の禁止） 

第１２条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしては

ならない。ただし、市長が許可をした場合は、この限りでない。 

 （違反に対する措置） 

第１３条 市長は、傍聴人がこの要領に違反したときは、総合教育会議を中断し、

退場させることができる。 

 （議事録の作成及び公表） 

第１４条 担当課は、総合教育会議の議事録を作成し、行政運営上特別の支障がな

い限り、これを公表しなければならない。 

 （会議運営の補助） 

第１５条 教育部教育総務課は、必要に応じて総合教育会議の運営に関し補助する

ものとする。  

   附 則 

 この要領は、平成２７年  月  日から施行する。 

  



 
 

様式第１号 

（表） 

 第  号 

 

 

 

 

 

 

傍     聴     券 

 

 

 

 

 

刈谷市総合教育会議   

（裏） 

傍 聴 に 関 す る 注 意 事 項 

１ 張り紙、ビラの類を持っている方や、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる

方は、傍聴することができません。 

２ 傍聴中は、次の事項を守ってください。守っていただけない場合には、退場していただく

場合もございますので、予めご了承願います。 

（１）議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

（２）みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

（３）はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

（４）帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。 

（５）飲食又は喫煙をしないこと。 

（６）携帯電話等の音を発する機器を用い、会議の妨害となるような行為をしないこと。 

（７）そのほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。 

３ 撮影及び録音はご遠慮ください。 

※ 退出の際は受付係に返してください。 

 



 

 

教 育 大 綱 に つ い て 

■ 教育大綱とは 

 

「教育⼤綱」は、地⽅公共団体の教育、学術及び⽂化の振興に関する総合的な施策について、
その⽬標や施策の根本となる⽅針を定めるものです。 

その策定にあたっては、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な⽅針を参酌し、各地
域における教育の課題も踏まえた上で、地⽅公共団体の⻑が、地域の実情に応じて定めるもの
です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 計画の位置づけ 

 

○第７次刈⾕市総合計画（教育⽂化分野） 

  １ 学校教育   ⇒ 関連計画なし 
  ２ ⻘少年育成 ········· 第３次刈⾕市⽣涯学習推進計画 
  ３ ⽣涯学習 ············ 第３次刈⾕市⽣涯学習推進計画 
  ４ スポーツ ············ 第３次刈⾕市⽣涯学習推進計画 
           第２次刈⾕市スポーツマスタープラン 
  ５ ⽂化・芸術 ········· 刈⾕市⽂化振興基本計画 
  ６ 歴史・⽂化財 ······ 刈⾕市⽂化振興基本計画 

 

○各種計画期間 

 
 

■ 教育大綱の主な記載事項例 

 

●基礎的基本的な知識・技能の習得    ●思考力・判断力・表現力などの育成 

●学習意欲の向上や学習習慣の確立    ●豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実 

●青少年の健全育成           ●学習機会の提供 

●クラブや団体の育成          ●学校施設などの開放  ●文化芸術の PR …など 

H23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

▲中間見直し

（H17～26 ） （H27～36 ） 　　▲中間見直し

（H20～29 ）

（H21～30 ） 　　▲中間見直し

第２次刈谷市生涯学習推進計画 第３次刈谷市生涯学習推進計画

刈谷市文化振興基本計画

第２次刈谷市スポーツマスタープラン

第７次刈谷市総合計画（H23～32）

地方公共団体としての教育政策に関する方向性が明確化します。 

教
育
⼤
綱 

（個別計画） 

総
合
計
画 

（
主
に
は
、
学
校
教
育
の
充
実
）

【教育基本法】 

第１７条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策

についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に

報告するとともに、公表しなければならない。  

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興の

ための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

資料４ 
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